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改

正

後

改

正

前

（
添
付
書
類
）

（
添
付
書
類
）

第
一
条
の
二

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書

第
一
条
の
二

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書

面
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

面
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後

見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書

を
い
う
。
以
下
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の

旨
を
証
明
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書
を
も

つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

一

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
そ
の
役
員
並
び
に
相
談
役
及
び
顧
問
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と

同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定

代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
免
許
申
請
者
」
と
い
う
。
）
、
宅
地
建
物
取
引

業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う

。
）
第
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
法
第
三
十

一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
が
、
法
第
五
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登

記
事
項
証
明
書

一

法
第
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お

一
の
二

免
許
申
請
者
、
令
第
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
及
び
事
務
所
ご
と
に

い
て
は
そ
の
役
員
並
び
に
相
談
役
及
び
顧
問
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と

置
か
れ
る
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
が
、
民

同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三

代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
免
許
申
請
者
」
と
い
う
。
）
、
宅
地
建
物
取
引

成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村

業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う

の
長
の
証
明
書
並
び
に
同
号
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該

。
）
第
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
法
第
三
十

当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
が
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則　

新
旧
対
照
表

（別紙１－１）



い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書

二
～
十
一

（
略
）

二
～
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
免
許
申
請
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
並
び
に
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号

３

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
並
び
に
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号

、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
業
を
適
正
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
三
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
第
十
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神

（
新
設
）

の
機
能
の
障
害
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
つ
て
必
要
な
認

知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
変
更
等
の
手
続
）

（
変
更
等
の
手
続
）

第
五
条
の
三

（
略
）

第
五
条
の
三

（
略
）

２

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
変
更
が

２

法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
変
更
が

法
人
の
役
員
、
令
第
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
若
し
く
は
事
務
所
ご
と
に
置
か

法
人
の
役
員
、
令
第
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
若
し
く
は
事
務
所
ご
と
に
置
か

れ
る
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
の
増
員
若
し
く

れ
る
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
の
増
員
若
し
く

は
交
代
又
は
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

は
交
代
又
は
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

届
出
に
係
る
者
又
は
事
務
所
に
関
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並

届
出
に
係
る
者
又
は
事
務
所
に
関
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並

び
に
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

び
に
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

を
添
付
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
士
の
事
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
者
）

第
十
四
条
の
二

法
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は

（
新
設
）

、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
士
の
事
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た

つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と



す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
登
録
簿
の
登
載
事
項
）

（
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
登
録
簿
の
登
載
事
項
）

第
十
四
条
の
二
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

３

第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見

等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
の
長
の
証
明
書

を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に

該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

三

法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て

四

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人

と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
並
び
に
同
項
第

三
号
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村

の
長
の
証
明
書

四

法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約

五

法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す

す
る
書
面

る
書
面

４

（
略
）

４

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対

（
新
設
）

し
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
の
登
録
申
請
書
、
第
三
項
第
二
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
十
八
条
第
一
項

５

第
一
項
の
登
録
申
請
書
、
第
三
項
第
二
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
十
八
条
第
一
項

の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
四
号
の

の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
五
号
の

誓
約
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
五
号
、
別
記
様
式
第
五
号
の
二
及
び

誓
約
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
五
号
、
別
記
様
式
第
五
号
の
二
及
び

別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



（
死
亡
等
の
届
出
の
様
式
）

（
死
亡
等
の
届
出
の
様
式
）

第
十
四
条
の
七
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
七
の
二

（
略
）

２

宅
地
建
物
取
引
士
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
法
第
二

（
新
設
）

十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
死
亡
等

届
出
書
に
、
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の

他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
え
、
こ
れ
を
登
録
を
受
け

て
い
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
消
除
）

（
登
録
の
消
除
）

第
十
四
条
の
八

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除

第
十
四
条
の
八

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除

し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ
の
登
録
の
消
除
に
係
る
者
、
相
続
人
、

し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ
の
登
録
の
消
除
に
係
る
者
、
相
続
人
、

法
定
代
理
人
又
は
同
居
の
親
族
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
見
人
又
は
保
佐
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
一
任
代
理
等
に
係
る
認
可
の
申
請
）

（
取
引
一
任
代
理
等
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
十
九
条
の
二

（
略
）

第
十
九
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
が
、
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な

い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

一

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
が
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得

二

役
員
及
び
重
要
な
使
用
人
が
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条

な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ

れ
る
者
並
び
に
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の

長
の
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二
～
十

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（
新
設
）

に
対
し
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
二
に
よ

４

第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
二
に
よ

る
も
の
と
し
、
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に

る
も
の
と
し
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で



掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
指
定
流
通
機
構
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
）

第
十
九
条
の
二
の
八

法
第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
第
三
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令

（
新
設
）

で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
指
定
流
通
機
構
の
業
務
を
適
正
に

行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
者
と
す
る
。

（
業
務
の
一
部
委
託
の
承
認
申
請
）

（
業
務
の
一
部
委
託
の
承
認
申
請
）

第
十
九
条
の
四

（
略
）

第
十
九
条
の
四

（
略
）

２

前
項
の
委
託
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

２

前
項
の
委
託
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。
た
だ
し
、
第
七
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後

見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
の
長
の
証
明

書
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
削
る
）

七

受
託
者
の
役
員
が
法
第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
法
第
五
条
第

一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
成

年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

七

受
託
者
の
役
員
が
法
第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
破

七
の
二

受
託
者
の
役
員
が
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項

産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定

の
長
の
証
明
書

す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市

町
村
の
長
の
証
明
書
並
び
に
同
号
イ
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も

の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

八

受
託
者
の
役
員
が
法
第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
法
第
五
条
第

八

受
託
者
の
役
員
が
法
第
五
十
条
の
二
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
（
法
第
五
条
第

一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す

約
す
る
書
面

る
書
面

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
流
通
機
構
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

（
新
設
）

、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
承
認
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
承
認
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の

四
に
よ
る
も
の
と
し
、
第
二
項
第
八
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二

四
に
よ
る
も
の
と
し
、
前
項
第
八
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号

号
の
五
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

の
五
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
添
付
書
類
等
）

（
添
付
書
類
等
）

第
二
十
一
条

法
第
五
十
一
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
二
十
一
条

法
第
五
十
一
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
の
書
類
の
う
ち
成
年

被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨

を
証
明
し
た
市
町
村
の
長
の
証
明
書
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

役
員
が
法
第
五
十
二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐

人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

四

役
員
が
法
第
五
十
二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受

四
の
二

役
員
が
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二

け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び

被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
並
び

に
同
号
イ
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市

町
村
の
長
の
証
明
書

五

役
員
が
法
第
五
十
二
条
第
七
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

五

役
員
が
法
第
五
十
二
条
第
七
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

す
る
書
面

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す

（
新
設
）

る
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
三

２

法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
三

号
に
よ
る
も
の
と
し
、
第
一
項
第
五
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
四

号
に
よ
る
も
の
と
し
、
前
項
第
五
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号

号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
手
付
金
等
保
証
事
業
を
適
正
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
者

）
第
二
十
三
条
の
二

法
第
五
十
二
条
第
七
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、

（
新
設
）

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
手
付
金
等
保
証
事
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
つ
て
必



要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
新
た
に
就
任
し
た
役
員
に
係
る
も
の
で

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
新
た
に
就
任
し
た
役
員
に
係
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
面
の
ほ
か
、
当
該
役
員
の
履
歴
書
、
法
第
五
十

あ
る
と
き
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
面
の
ほ
か
、
当
該
役
員
の
履
歴
書
、
法
第
五
十

二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の

に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
及
び
同
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
し

後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項

な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
第
一
項
の
書
面
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見

人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

、
同
号
イ
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町

村
の
長
の
証
明
書
並
び
に
同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

書
面
を
第
一
項
の
書
面
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
成
年
被
後
見

人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明

し
た
市
町
村
の
長
の
証
明
書
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
添
付
書
類
等
）

（
添
付
書
類
等
）

第
二
十
五
条
の
五

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一

第
二
十
五
条
の
五

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一

条
第
三
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

条
第
三
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。
た
だ
し
、
第
四
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見

等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
の
長
の
証
明
書

を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

役
員
が
法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第

七
号
イ
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見

等
登
記
事
項
証
明
書

四

役
員
が
法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第

四
の
二

役
員
が
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二

七
号
イ
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者



に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
並
び
に
同
号
イ
に
規
定
す
る
破
産

者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

五

役
員
が
法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第

五

役
員
が
法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第

七
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

七
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

六

（
略
）

六

（
略
）

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
よ
う

（
新
設
）

と
す
る
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提

出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規

２

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
第

定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
に
よ
る
も
の
と
し
、
前

一
項
第
五
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
三
に
よ
る
も
の
と
す

項
第
五
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
六
号
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る

る
。

。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
手
付
金
等
保
管
事
業
を
適
正
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
者

）
第
二
十
五
条
の
七
の
二

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

（
新
設
）

十
二
条
第
七
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ

り
手
付
金
等
保
管
事
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意

思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
五
条
の
八

（
略
）

第
二
十
五
条
の
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
新
た
に
就
任
し
た
役
員
に
係
る
も
の
で

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
新
た
に
就
任
し
た
役
員
に
係
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
面
の
ほ
か
、
当
該
役
員
の
履
歴
書
、
法
第
六
十

あ
る
と
き
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
面
の
ほ
か
、
当
該
役
員
の
履
歴
書
、
法
第
六
十

三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
破

三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
成

産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の

年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
、
民

長
の
証
明
書
及
び
同
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法

第
一
項
の
書
面
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
七
号
イ
に
規
定

す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町



村
の
長
の
証
明
書
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
並
び
に

同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
を
第
一
項
の
書
面
に

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後

見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
の
長
の
証
明

書
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
者
）

第
二
十
六
条
の
二

法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
業
務
を

適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
指
定
の
申
請
）

（
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
指
定
の
申
請
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二

（
略
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
指
定
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
指
定
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

役
員
が
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
し
な
い

四

役
員
が
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
し
な
い
こ
と

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

を
誓
約
す
る
書
面

五

（
略
）

五

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
第
二
号
の
書
類
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
受
け
た
国
土
交
通

３

前
項
第
二
号
の
書
類
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
受
け
た
国
土
交
通
大

大
臣
又
は
各
都
道
府
県
知
事
ご
と
に
別
紙
と
し
て
二
部
添
付
す
る
も
の
と
し
、
第

臣
又
は
各
都
道
府
県
知
事
ご
と
に
別
紙
と
し
て
二
部
添
付
す
る
も
の
と
し
、
前
項

二
項
第
四
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
業
務
の
一
部
委
託
承
認
申
請
）

（
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
業
務
の
一
部
委
託
承
認
申
請
）

第
二
十
六
条
の
三

（
略
）

第
二
十
六
条
の
三

（
略
）



２

前
項
の
委
託
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

２

前
項
の
委
託
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。
た
だ
し
、
第
七
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の

後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
の
長
の

証
明
書
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
削
る
）

七

受
託
者
の
役
員
が
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及

び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

七

受
託
者
の
役
員
が
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の

七
の
二

受
託
者
の
役
員
が
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項

決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後

見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証

明
書
並
び
に
同
号
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い

旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

八

受
託
者
の
役
員
が
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
号

八

受
託
者
の
役
員
が
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
承
認
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
九
号
に

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
承
認
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
九
号
に

よ
る
も
の
と
し
、
第
二
項
第
八
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
に

よ
る
も
の
と
し
、
前
項
第
八
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
十
号
に
よ

よ
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
信
託
会
社
等
の
届
出
）

（
信
託
会
社
等
の
届
出
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
三
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記

事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
の
長
の
証
明
書
を
も
つ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
（
相
談
役
及
び
顧
問
を
含
む
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
令
第
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か

れ
る
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
が
、
法
第
五



条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い

旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

三

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
（
相
談
役
及
び
顧
問
を
含
む
。
）
、
令
二

三
の
二

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
、
令
二
条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
及

条
の
二
で
定
め
る
使
用
人
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
法
第
三
十
一
条
の
三

び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建

第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
が
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

物
取
引
士
が
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二

る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市

項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び

町
村
の
長
の
証
明
書

被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
並
び

に
同
号
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町

村
の
長
の
証
明
書

四
～
十
三

（
略
）

四
～
十
三

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
七
十
七
条
第
三
項
又
は
令
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要

と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）

（

）

様
式

第
四

号
第

十
四

条
の

二
の

二
関

係
様

式
第

四
号

第
十

四
条
の

二
関

係

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

様
式

第
六

号
第

十
四

条
の

三
関

係
様

式
第

六
号

第
十
四

条
の

三
関

係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

誓
約

書
誓

約
書

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

第
１

項
第

３
号

か
ら

第
１

２
号

ま
で

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

第
１

項
第

４
号

か
ら

第
８

号
ま

で
に

1
8

1
8

、
、

。
。

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す

年
月

日
年

月
日

氏
名

印
氏

名
印



知
事

殿
知

事
殿

（

）

（

）

様
式

第
七

号
の

二
第

十
四

の
七

の
二

関
係

様
式

第
七

号
の

二
第

十
四

の
七

の
二

関
係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

宅
地

建
物

取
引

士
死

亡
等

届
出

書
宅

地
建

物
取
引

士
死

亡
等

届
出

書

宅
地

建
物

取
引

士
に

つ
い

て
条

の
規

定
に

よ
り

次
の

通
り

届
け

出
ま

す
宅

地
建

物
取

引
士

に
つ

い
て

条
の

規
定

に
よ

り
次

の
通

り
届

け
出

ま
す

、
1
2

、
。

、
1
2

、
。

年
月

日
年

月
日

知
事

殿
知

事
殿

届
出

者
住

所
届

出
者

住
所

氏
名

印
氏

名
印

受
付

番
号

受
付

番
号

届
出

時
の

登
録

番
号

受
付

番
号

受
付

番
号

届
出

時
の

登
録

番
号

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

第
１

項
の

相
続

人
本

人
法

定
代

理
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

条
第

１
項

の
相

続
人

本
人

後
見
人

1
8

1
8

1．
2．

3．
1．

2．
3．

登
録

を
受

け
て

い
る

者
と

届
出

人
と

の
人

同
居

の
親

族
登

録
を

受
け

て
い

る
者

と
届

出
人

と
の

保
佐

人
4．

4．

関
係

関
係

死
亡

死
亡

1．
1．

法
第

条
第

１
項

第
１

号
法

第
条

第
１

項
第

１
号

1
8

1
8

2．
2．

法
第

条
第

１
項

第
２

号
法

第
条

第
１

項
第

２
号

1
8

1
8

3．
3．

法
第

条
第

１
項

第
３

号
法

第
条

第
１

項
第

３
号

1
8

1
8

4．
4．

届
出

の
理

由
法

第
条

第
１

項
第

４
号

届
出

の
理

由
法

第
条

第
１

項
第

４
号

18
18

5．
5．

法
第

条
第

１
項

第
５

号
法

第
条

第
１

項
第

４
号

の
２

1
8

1
8

6．
6．



法
第

条
第

１
項

第
６

号
法

第
条

第
１

項
第

４
号

の
３

1
8

1
8

7．
7．

法
第

条
第

１
項

第
７

号
法

第
条

第
１

項
第

５
号

1
8

1
8

8．
8．

法
第

条
第

１
項

第
８

号
法

第
条

第
１

項
第

５
号

の
２

1
8

1
8

9．
9．

法
第

条
第

１
項

第
号

法
第

条
第

１
項

第
５

号
の

３
1
0

1
8

12
1
0

1
8

．
．

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

第
１

項
の

性
別

男
女

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

第
１

項
の

性
別

男
女

1
8

1
8

1．
2．

1．
2．

登
録

を
受

け
て

い
る

者
の

氏
名

登
録

を
受

け
て

い
る

者
の

氏
名

生
年

月
日

年
月

日
生

年
月

日
年

月
日

登
録

年
月

日
年

月
日

登
録

年
月

日
年

月
日

本
籍

本
籍

住
所

住
所

業
務

に
従

事
す

る
又

商
号

又
は

名
業

務
に

従
事

す
る

又
商

号
又

は
名

（

（

は
し

て
い

た
宅

地
建

称
は

し
て

い
た

宅
地

建
称

）

）

物
取

引
業

者
に

関
す

る
免

許
証

番
号

国
土

交
通

大
臣

第
号

物
取

引
業

者
に

関
す

る
免

許
証

番
号

国
土

交
通

大
臣

第
号

（

）

（

）

事
項

知
事

事
項

知
事

届
出

事
由

の
生

じ
た

日
年

月
日

届
出

事
由

の
生

じ
た

日
年

月
日

（

）

（

）

様
式

第
十

二
号

の
五

第
十

九
条

の
四

関
係

様
式

第
十

二
号

の
五

第
十

九
条

の
四

関
係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

誓
約

書
誓

約
書

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

の
２

の
５

第
１

項
第
３

号
イ

第
５

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

の
２

の
４

第
１

項
第
３

号
イ

第
５

5
0

5
0

、
（

、
（

条
第

１
項

第
１

号
に

係
る

部
分

を
除

く
か

ら
ハ

ま
で

に
該

当
し

な
い

者
で

条
第

１
項

第
１

号
に

係
る

部
分

を
除

く
及
び

ロ
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る

。
。

）
）

。
。

あ
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

年
月

日
年

月
日

氏
名

印
氏

名
印



国
土

交
通

大
臣

殿
国

土
交

通
大

臣
殿

（

）

（

）

様
式

第
十

四
号

第
二

十
一

条
関

係
様

式
第

十
四

号
第
二

十
一

条
関

係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

誓
約

書
誓

約
書

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

第
７

号
ロ

か
ら

ホ
ま

で
に

該
当

し
な

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

第
７

号
ロ

か
ら

ニ
ま

で
に

該
当

し
な

5
2

5
2

、
、

。
。

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す
い

者
で

あ
る

こ
と

を
誓
約

し
ま

す

年
月

日
年

月
日

氏
名

印
氏

名
印

国
土

交
通

大
臣

殿
国

土
交

通
大

臣
殿

（

）

（

）

様
式

第
十

六
号

の
三

第
二

十
五

条
の

五
関

係
様

式
第

十
六

号
の

三
第

二
十

五
条

の
五

関
係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

誓
約

書
誓

約
書

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

の
３

第
２

項
に

お
い
て

準
用

す
る

第
私

は
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

条
の

３
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

第
6
3

6
3

、
、

５
２

条
第

７
号

ロ
か

ら
ホ

ま
で

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

５
２

条
第

７
号

ロ
か

ら
ニ
ま

で
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す



年
月

日
年

月
日

氏
名

印
氏

名
印

国
土

交
通

大
臣

殿
国

土
交

通
大

臣
殿

（

）

（

）

様
式

第
十

七
号

第
二

十
六

条
の

二
の

二
関

係
様

式
第

十
七

号
第
二

十
六

条
の

二
関

係

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

様
式

第
十

八
号

第
二

十
六

条
の

二
の

二
関

係
様

式
第

十
八

号
第
二

十
六

条
の

二
関

係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

誓
約

書
誓

約
書

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
条

の
２

第
１

項
第

４
号

イ
か

ら
ハ

ま
で

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法
第

条
の
２

第
１

項
第

４
号

イ
及

び
ロ

に
該

64
64

、
、

。
。

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

年
月

日
年

月
日

氏
名

印
氏

名
印

国
土

交
通

大
臣

殿
国

土
交

通
大

臣
殿



（

）

（

）

様
式

第
二

十
号

第
二

十
六

条
の

三
関

係
様

式
第

二
十

号
第

二
十

六
条

の
三

関
係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

誓
約

書
誓

約
書

私
は

宅
地

建
物

取
引

業
法

第
５

条
第

１
項

第
２

号
か

ら
第

８
号

ま
で

及
私

は
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

５
条

第
１

項
第

２
号

か
ら

第
４

号
ま

で
に

該
、

、

。
。

び
第

号
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま
す

1
0年

月
日

年
月

日

氏
名

印
氏

名
印

国
土

交
通

大
臣

殿
国

土
交

通
大

臣
殿



○ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方　新旧対照表

改 正 後 改 正 前

第４条第２項第４号関係 第４条第２項第４号関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ 規則第１条の２第１項第１号に定める証明書の取り扱いについて ３ 規則第１条の２第１項第１号の２に定める証明書の取り扱いについ

て

外国籍の者で国外に在住している者については、その者が外国の法 外国籍の者で国外に在住している者については、その者が外国の法

令において破産手続の決定を受けて復権を得ない者でないことを公証 令において破産者、成年被後見人又は被保佐人と同様に取り扱われて

人、公的機関等が証明した書面を規則第１条の２第１項第１号で定め いる者でないことを公証人、公的機関等が証明した書面を規則第１条

る証明書に代わる書面として取り扱うものとする。 の２第１項第１号の２で定める証明書に代わる書面として取り扱うも

のとする。

４ 「必要と認める書類」について（規則第１条の２第３項関係） （新設）

規則第１条の２第３項に規定する「必要と認める書類」は、次の（

１）又は（２）とする。

（１）成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証

明書並びに市町村の長の証明書

（２）契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎

通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診

断書

① 医師の診断書の内容について

医師の診断書は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知

、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を

記載したものとし、その根拠について記載することとする。なお

、当該医師の診断書については、申請日前３月以内に発行された

ものであるものとする。

（根拠として記載する事項の例）

Ａ 医学的診断

（別紙１－２）



・診断名

・所見（現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連す

る既往症・合併症など）

・各種検査結果（認知機能検査等）

・短期間内に回復する可能性

Ｂ 判断能力についての意見

・見当識の障害有無

・他人との意思疎通の障害の有無

・理解力・判断力の障害の有無

・記憶力の障害の有無

Ｃ 参考となる事項（本人の心身の状態、日常的・社会的な生

活状況）

Ｄ その他地方整備局長等が必要と認める事項



改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
（
第
一
条
―
第
四
十
九
条
）

第
一
章

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
（
第
一
条
―
第
四
十
九
条
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
（
第
二
十
四
条
の
二
―
第
四
十
条
）

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
（
第
二
十
五
条
―
第
四
十
条
）

第
三
節

（
略
）

第
三
節

（
略
）

第
二
章
～
第
五
章

（
略
）

第
二
章
～
第
五
章

（
略
）

附
則

附
則

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
者
）

第
二
十
四
条
の
二

法
第
三
十
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は

（
新
設
）

、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当

た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を

第
二
十
五
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申
請
書
に
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

２

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

に
も
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
書
類
の
う
ち
、
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な

い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
以
下
「

後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市

町
村(

特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則　

新
旧
対
照
表

（別紙２）



が
で
き
る
。

一

成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明

書
二

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と

み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

三

法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す

る
書
面

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
二
項
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
第
三
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

（
死
亡
等
の
届
出
）

（
死
亡
等
の
届
出
）

第
三
十
一
条

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

第
三
十
一
条

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
場
合
に
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
又
は
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

た
場
合
に
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
又
は
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
届
出
義
務
者
（
第
三
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
届
出
義
務
者
若
し
く
は
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
な

該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
同
居
の
親
族
）
若
し
く
は
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
な
く

く
、
登
録
証
を
添
え
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
登
録
証
（
同
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の

。

経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
）

を
添
え
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

二

法
第
三
十
条
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

た
場
合

三

精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を

（
新
設
）

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
場
合

（
添
付
書
類
）

（
添
付
書
類
）

第
五
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類

第
五
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見

人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明

し
た
市
町
村
の
長
の
証
明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
並
び
に
相
談
役
及

び
顧
問
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成

年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
が
、
成
年
被
後
見
人

及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

三

登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
並
び
に
相
談
役
及

四

登
録
申
請
者
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
が
、

び
顧
問
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ

り
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
破
産
者
で
復
権
を

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

）
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
が
破
産
手
続
開
始

の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書

四
～
十
一

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

（
新
設
）

、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
第
四
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号

３

法
第
四
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
、
第
六
号

、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号

、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
適
正
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
者

）
第
五
十
三
条
の
二

法
第
四
十
七
条
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精

（
新
設
）

神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て
必
要

な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
財
産
的
基
礎
）

（
財
産
的
基
礎
）

第
五
十
四
条

法
第
四
十
七
条
第
十
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
五
十
四
条

法
第
四
十
七
条
第
十
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条



条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
資
産
額
（
以
下
「
基
準
資
産
額
」
と
い
う

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
資
産
額
（
以
下
「
基
準
資
産
額
」
と
い
う
。

。
）
が
、
三
百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

）
が
、
三
百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
五
十
五
条

基
準
資
産
額
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定

第
五
十
五
条

基
準
資
産
額
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定

す
る
貸
借
対
照
表
又
は
資
産
に
関
す
る
調
書
（
以
下
「
基
準
資
産
表
」
と
い
う
。

す
る
貸
借
対
照
表
又
は
資
産
に
関
す
る
調
書
（
以
下
「
基
準
資
産
表
」
と
い
う
。

）
に
計
上
さ
れ
た
資
産
（
創
業
費
そ
の
他
の
繰
延
資
産
及
び
営
業
権
を
除
く
。
以

）
に
計
上
さ
れ
た
資
産
（
創
業
費
そ
の
他
の
繰
延
資
産
及
び
営
業
権
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
の
総
額
か
ら
当
該
基
準
資
産
表
に
計
上
さ
れ
た
負
債
の
総
額
に
相
当

下
同
じ
。
）
の
総
額
か
ら
当
該
基
準
資
産
表
に
計
上
さ
れ
た
負
債
の
総
額
に
相
当

す
る
金
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

す
る
金
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
変
更
の
手
続
）

（
変
更
の
手
続
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

２

法
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交

２

法
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
法
人

通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
法
人

の
役
員
若
し
く
は
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
の
増
員
若

の
役
員
若
し
く
は
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
の
増
員
若

し
く
は
交
代
又
は
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

し
く
は
交
代
又
は
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
届
出
に
係
る
者
又
は
事
務
所
に
関
す
る
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三

そ
の
届
出
に
係
る
者
又
は
事
務
所
に
関
す
る
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
事
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
者
）

第
六
十
九
条
の
十
八

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
事
務
を
適
正
に
行
う
に

当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

管
理
業
務
主
任
者
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

３

管
理
業
務
主
任
者
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨

の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
長
の
証

明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人

に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

二

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

三

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

よ
り
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐

人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨

の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

三

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約

四

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約

す
る
書
面

す
る
書
面

４

（
略
）

４

（
略
）

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

（
新
設
）

に
対
し
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
三
項
第
一
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す

５

第
三
項
第
一
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
三
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
四
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
八
十
条

第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す

第
八
十
条

第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
同
居
の
親
族
」
と
あ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
法
第
三
十
条
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
管
理
業
務
主
任
者
の
同
居
の
親
族
」
と
、
「
法
第
三
十
条
第
一
項

る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る

各
号
（
第
三
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
一

も
の
と
す
る
。

項
各
号
（
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（

）

（

）

別
記

様
式

第
四

号
第

二
十

五
条

関
係

別
記

様
式

第
四

号
第

二
十

五
条

関
係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４



誓
約

書
誓

約
書

私
は

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

条
第

１
項

私
は

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

条
第

１
項

、
3
0

、
3
0

。
。

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す
第

２
号

か
ら

第
６

号
ま

で
に

該
当

し
な

い
者
で

あ
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

年
月

日
年

月
日

氏
名

㊞
氏

名
㊞

国
土

交
通

大
臣

国
土

交
通

大
臣

殿
殿

指
定

登
録

機
関

代
表

者
指

定
登

録
機

関
代

表
者

（

）

（

）

別
記

式
第

十
九

号
第

七
十

条
関

係
別

記
式

第
十

九
号

第
七

十
条

関
係

誓
約

書
誓

約
書

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

私
は

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

条
第

１
私

は
マ

ン
シ

ョ
ン

の
管

理
の

適
正

化
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
条

第
１

5
9

5
9

、
、

。
。

項
第

２
号

か
ら

第
７

号
ま

で
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ
と

を
誓

約
し

ま
す

項
各

号
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す

年
月

日
年

月
日

氏
名

㊞
氏

名
㊞

地
方

整
備

局
長

地
方

整
備

局
長



殿
殿

北
海

道
開

発
局

長
北

海
道

開
発

局
長



改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
四
条

前
条
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
三
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
以
下
同
じ

第
四
条

前
条
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
三
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
一

。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
一

号
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

号
に
よ
る
登
録
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二

３

第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
二

条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
登
録
を
申
請
す
る
場
合
は
、
第
一

条
第
三
号
に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
登
録
を
申
請
す
る
場
合
は
、
第
一

号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
書
面
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推

号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
書
面
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
登
録
を

進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
が
登
録
を

申
請
す
る
場
合
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に

申
請
す
る
場
合
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に

掲
げ
る
書
面
）
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
三
項
の
登
録
の
更

掲
げ
る
書
面
）
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
の
書
類
の
う
ち
成

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
直
前
の
事
業
年
度
終
了
後
、
第
九
条
の
規

年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法

定
に
よ
る
報
告
を
し
た
者
は
、
第
九
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項

が
で
き
る
。

証
明
書
を
い
う
。
以
下
「
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明

書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
、
前
条
第
三
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
で
あ
っ
て
、
直
前
の
事
業
年
度
終
了
後
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

し
た
者
は
、
第
十
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
除
）

四

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
を

い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」

と
い
う
。
）
が
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被

保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

四

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
を

五

登
録
申
請
者
が
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程　

新
旧
対
照
表

（別紙３）



い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ

四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項

る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
に
該
当

お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」

し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書
並
び
に
同
号
に
規
定
す
る
破
産
者
で
復
権

と
い
う
。
）
が
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定

を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
の
長
の
証
明
書

五
～
九

（
略
）

六
～
十

（
略
）

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
に
対
し
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

（
新
設
）

、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
を
し
な
い
場
合
）

（
登
録
を
し
な
い
場
合
）

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
登
録
申
請
書
若
し
く
は
そ
の
添
付

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
登
録
申
請
書
若
し
く
は
そ
の
添
付

書
類
の
う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な

書
類
の
う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な

事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

一

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
賃
貸
住
宅
管
理
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て

（
新
設
）

必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

七
～
十

（
略
）

六
～
九

（
略
）

十
一

法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

十

法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

当
す
る
者
の
あ
る
も
の

す
る
者
の
あ
る
も
の

十
二
・
十
三

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（

）

（

）

別
記

様
式

第
一

号
第

四
条

関
係

別
記

様
式

第
一

号
第

四
条

関
係

（

）

（

）

略
略

備
考

備
考



１
各

共
有

事
項

１
各

共
通

事
項

（

）

（

）

略
略

⑥
生

年
月

日
の

欄
は

最
初

の
□

に
は

下
表

よ
り

該
当

す
る

元
号

の
コ

⑥
生

年
月

日
の

欄
は

最
初

の
□

に
は

下
表

よ
り

該
当

す
る

元
号

の
コ

「

」

「

」

、
ー

、
ー

ド
を

記
入

す
る

と
と

も
に

□
に

数
字

を
記

入
す

る
に

当
た

っ
て

は
空

位
の

□
ド

を
記

入
す

る
と

と
も

に
□

に
数

字
を

記
入

す
る

に
当

た
っ

て
は

空
位

の
□

、
、

、
、

に
０

を
記

入
す

る
こ

と
に

０
を

記
入
す

る
こ

と
「

」
。

「
」

。

記
入

例
Ｓ

６
０

年
０

１
月

０
１

日
Ｍ

明
治

Ｓ
昭

和
記

入
例

Ｓ
６

０
年

０
１
月

０
１

日
Ｍ

明
治

Ｓ
昭

和
（

）
Ｒ
令
和

（
）

昭
和

年
１

月
１

日
の

場
合

Ｔ
大

正
Ｈ

平
成

昭
和

年
１

月
１

日
の

場
合

Ｔ
大

正
Ｈ

平
成

[
6
0

]
[

6
0

]

略
略

（
）

（
）

別
記

様
式

第
四

号
第

十
条

関
係

別
記

様
式

第
四

号
第

十
条

関
係

（
）

（
）

略
略

（
）

（
）

備
考

備
考

１
各

共
通

事
項

１
各

共
通

事
項

①
届

出
者

は
＊

印
の

欄
に

は
記

入
し

な
い

こ
と

①
届

出
者

は
＊

印
の
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と
、

。
、

。

②
変

更
年

月
日

及
び

生
年

月
日

の
欄

は
最

初
の

□
に

は
下

表
よ

り
②

変
更

年
月

日
及

び
生

年
月

日
の

欄
は

最
初

の
□

に
は

下
表

よ
り

「
」

「
」

、
「

」
「

」
、

該
当

す
る

元
号

の
コ

ド
を

記
入

す
る

と
と

も
に

□
に

数
字

を
記

入
す

る
に

当
該

当
す

る
元

号
の

コ
ド

を
記

入
す

る
と

と
も

に
□

に
数

字
を

記
入

す
る

に
当

ー
、

ー
、

た
っ

て
は

空
位

の
□

に
０

を
記

入
す

る
こ

と
た

っ
て

は
空

位
の

□
に

０
を

記
入

す
る

こ
と

、
「

」
。

、
「

」
。

記
入
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（別添）

国 土 動 指 第 ４ ３ 号 

令 和 元 年 ９ 月 １ ３ 日 

各地方支分部局主管部長 あて 

国土交通省土地・建設産業局不動産業課長 

「賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について」の一部改正について 

「賃貸住宅管理業者登録規程の一部を改正する告示」（令和元年国土交通省告示第５４５号）

を令和元年９月１３日に公布し、令和元年９月１４日より施行する。 

これに伴い、「賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について」（平成２３年１０月２５

日国土動指第４８号）を別添のように改正し、令和元年９月１４日から施行する。 

運用にあたって、遺漏のないよう取り計らわれたい。 



○ 賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について　新旧対照表

改 正 後 現 行

１．登録の申請関係（規程第４条関係） １．登録の申請関係（規程第４条関係）

（１）登録の申請に要する書類 （１）登録の申請に要する書類

規程第４条第１項、第３項及び第４項の規定に基づき次の書類を提出するも 規程第４条第１項及び第３項の規定に基づき次の書類を提出するものとす

のとする。ただし、登録を実施するために必要と認めるときは、下記（２）の省略 る。ただし、登録を実施するために必要と認めるときは、下記（２）の省略書類そ

書類その他の書類の提出を求めるものとする。 の他の書類の提出を求めるものとする。

①～③ （略） ①～③ （略）

④規程第４条第３項第４号に掲げる書面 ④規程第４条第３項第４号及び第５号に掲げる書面

⑤～⑩ （略） ⑤～⑩ （略）

⑪成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書並 （新設）

びに成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村

の長の証明書又は契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及

び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診

断書のいずれか一方（規程第４条第４項の「必要と認める書類」）

⑫返信用の封筒（Ａ４サイズ、宛先を記載の上１２０円分の切手を貼付したも ⑪返信用の封筒（Ａ４サイズ、宛先を記載の上１２０円分の切手を貼付したも

の） の）

（２）申請に要する書類の省略 （２）申請に要する書類の省略

宅地建物取引業法第２条第３号に規定する宅地建物取引業者は、上記③～ 宅地建物取引業法第２条第３号に規定する宅地建物取引業者は、上記③～

⑤、⑦及び⑪は省略可能である。マンションの管理の適正化の推進に関する ⑤及び⑦は省略可能である。マンションの管理の適正化の推進に関する法律

法律第２条第８号に規程するマンション管理業者は、上記④、⑤及び⑪は省略 第２条第８号に規程するマンション管理業者は、上記④及び⑤は省略可能で

可能である。また、規程第３条第３項に基づく更新の登録を受けようとする者で、 ある。また、規程第３条第３項に基づく更新の登録を受けようとする者で、直前

直前の事業年度終了後、規程第９条による報告をした者は上記⑧及び⑨又は の事業年度終了後、規程第９条による報告をした者は上記⑧及び⑨又は⑩は

⑩は省略可能である。 省略可能である。

（３） （略） （３） （略）

４．変更の届出関係（規程第10条関係） ４．変更の届出関係（規程第10条関係）

（１）添付書類 （１）添付書類

規程第１０条第１項に基づく変更の届出に当たって、その変更が、商号又は 規程第１０条第１項に基づく変更の届出に当たって、その変更が、商号又は

名称、法人の役員（個人である場合はその者）、事務所に関するものであるとき 名称、法人の役員（個人である場合はその者）、事務所に関するものであるとき

は、その届出に係る者又は事務所に関する規程第４条第３項第１号から第８号 は、その届出に係る者又は事務所に関する規程第４条第３項第１号から第９号

（別紙４）



まで及び第４条第４項に掲げる書類を添付するものとする。また、規程第４条第 までに掲げる書類を添付するものとする。また、規程第４条第１項第５号に関す

１項第５号に関する事項の変更の届出に当たっては、返信用の封筒（Ａ４サイ る事項の変更の届出に当たっては、返信用の封筒（Ａ４サイ ズ、宛先を記載の

ズ、宛先を記載の上１２０円分の切手を貼付したもの）を添付するものとする。た 上１２０円分の切手を貼付したもの）を添付するものとする。ただし、登録の変更

だし、登録の変更に必要と認めるときは、その他の書類の提出を求めるものと に必要と認めるときは、その他の書類の提出を求めるものとする。

する。

（２） （略） （２） （略）



○ 賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について（平成23年10月25日国土動指第48号） （抄） （下線部分が改正部分）

改 正 後 現 行



○ 賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について（平成23年10月25日国土動指第48号） （抄） （下線部分が改正部分）

改 正 後 現 行



○ 賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について（平成23年10月25日国土動指第48号） （抄） （下線部分が改正部分）

改 正 後 現 行




